
地域再生計画申請のイメージ

地域再生計画について

　

支援措置の提案
支援措置メニューに加
えたい内容を提案
※支援措置の提案は
どなたでも出来ます

地域再生計画の
認定申請
※認定申請は地方
公共団体で行います

支援措置の提案

関係省庁と
調整

　メニュー化

　国　（内閣府）

　地　　域

地域再生計画の認定

地域の様々な人々、事業主体が知恵を出し国の政策立案に参画することが
可能
地域の特性、資源を最大限に活用し、個性ある地域づくりを目指す。
地方公共団体と地域の構成員と一体となった取り組みが必要となる。

　ニーズ把握
一体となった取組

地域の特性、資源を

生かした産業の振興
生活環境改善、観光、交流促
進等地域で工夫を凝らした取り

組み

ひとづくり、成果主義、脱縦割
り行政、民間のノウハウ活用

地域の知恵

地域再生計
画

審査及び各省との調整
地域再生に寄与すると認められるか
円滑に実施されるものであるか

地域再生基本方
針（メニュー）

地方公共団体（久慈市）
　　　事業担当課
　　　まちづくり振興課

民間事業者
　NPO、個人等


